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ー
　
で
斗
　
亨

議
案
第
四
十
七
号

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
.
の
1
部
改
正
に
つ
い
て

1

次
の
と
お
り
三
朝
町
国
民
健
琴
保
険
税
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
土
と
に
つ
い
て
'
地
方
自
治
法
(
昭

和
二
十
二
年
産
律
第
六
十
七
号
)
弟
九
十
六
条
弟
!
項
の
規
定
に
ょ
り
'
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

昭
和
六
十
二
年
四
月
二
十
七
日
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長
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冒
せ
-
　
原
案
可
決
｢

三
朝
町
観
金
蔵
長
安
井
血
行
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三
朝
町
国
民
健
簾
保
険
税
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
(
暗
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
十
九
号
)
の
1
部
を
次
の
よ
う
に
改

正

す

る

｡
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第
三
粂
第
1
項
中
｢
育
分
の
六
･
六
｣
を
｢
声
分
の
七
･
二
｣
に
改
め
る
｡

第
五
条
中
｢
二
万
五
百
円
｣
を
｢
二
万
二
千
五
百
円
｣
に
改
め
る
｡

第
五
条
の
二
申
｢
二
万
千
五
官
円
｣
を
｢
二
万
三
千
五
百
円
｣
に
改
め
る
｡

第
十
粂
竺
号
中
二
万
入
官
円
｣
を
二
万
二
千
三
百
円
｣
に
,
｢
完
千
七
百
円
｣
草
｢
三
二

千
九
首
円
｣
に
改
め
･
同
条
第
二
号
中
｢
七
千
二
膏
円
｣
を
｢
八
千
二
百
円
｣
に
'
｢
七
千
八
盲
円
｣
を

｢
八
千
六
百
円
｣
　
に
改
め
る
｡

′

附

　

則

(
施
行
期
日
)

こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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(
適
用
底
分
)

ヱ
　
改
正
後
の
三
朝
町
野
民
健
簾
保
険
税
条
例
の
規
定
は
'
臥
和
六
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
国
民
健

康
廃
除
税
に
つ
い
て
適
局
L
t
昭
和
六
十
1
年
度
分
ま
で
の
包
民
健
康
保
険
痕
に
つ
い
て
は
,
'
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
｡
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